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審査請求人が、平成23 年 ６月１日付けで提起した保護廃止決定処分及び保護申請
却下決定処分に係る審査請求についで、次のとおり裁決する。･　　　　･。

ダ 主　　　　 ．文
！　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　 Ｓ　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本 件 審 査 請 求 の う ち 、 平 成 ２ ３ 年 べ 理 ２ ８ 日 付 け 保 護 巓 止 決 定 処 分 を 取 り 消 し 、 そ

の 余 の 請 求 に つ い て は 棄 却 鵈 る√　　　　 コ　　　　　 犬　　　　 、

■　丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ　　　　　　　　　　・　　　・　　¶
理　　　 二　　 ．由　　　　　　　　　　　　　　　 ．･卜

第･1 レ 審 査 請 求 の 趣 旨 ’　　 ◇　 卜

１　 本 件 審 査 請 求 の趣 旨は ，四 （以 下 「処 分 庁 」 とい うよ 綟 審査
･Ｗ-〃 ，．　　　　，

求人（以下「請求人」という。）に対し、平成2 ｀3年４月２ ８ 日付けで通知じ
生活保護法（昭和２５年法律第:ｔ４４号。一以下「法」という。）に基づく保護
決定処分（以下「本件処分１」という。）及び同日付け

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 邏　　W･･　･” ･･･¶･’‾‾　　 ‾-通 知 し た 保 護 申 請 却 卞 決 定 処 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 ２ 」 ，と い う
．･） め 取 消 し を 求

●　　　　・　　　　　　 ・　・　　　　 ．，　　　　　　　　 ■る も の で あ る 卜　　 ‘ ’　 フ　　　　　　　　　　　　 ・

２　 廢 査 請 求 の 理 由　　　　　 ／　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　 ＼

本 件 審 査 請 求 め 理 由 は 、 お お む ね 次 収 と お り で あ る と 解 さ れ る ．

（1･ 卜 本 件 処 分1･ に っ い で　 イ　　　　　　　　　　　　　　　 ｙ　　 ｉ･
●　●　．　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　●　　　　　　　Ｉ●　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

、 ．
本 件 処 分 １ の 通 知 書 に お け る 理 由 欄 に は 、「恒 常 的 な 市 職 員 に 対 す る 威 嚇 行

籌 」 及 び 亅 保 護 費 不 正 受 給 Ｌ と 記 覃 さ れ て い る 、 し か し 、「威 嚇 行 為 」 に っ い

七 ぽ 事 実 誤 濔 で あ る 。 ま た 、「不 正 受 給 」 に つ い て は 、
池 永 人 と 請 求 人

－

● と が 別 居 状 態 に あ る こ と は 、 一 時 的 な も の で あ り 、 処 分 庁 も 許 し た も の で あ

る 。 そ う で あ る に も か か わ ら ず 、 処 分 庁 は 、 誚 求 人 に 対T 匸 ●
の 分 ま で 扶 助 費

‘を 支 給 し て き 参｡の で あ っ 七 、 請 求 人 眸 不 正 受 給 を し て い な ｙ 。ヽ　　　
・ ’

／ し た が っ て 、 ど ち ら も 保 護 廃 止 め 理 由 に は あ た ら な ’い 。　　　　　　 ／
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　 囑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　ｌ･・　　●　　　　　　１ ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　■な お 、 保 護 費 不 正 受 給 に つ い て は 弁 明 の 機 会 が 与 え ら れ て お ら ず 、こ の 点 に 、

つ い て 保 護 廃 止 の 理 由 と す る ご と に は 手 続 的 瑕 疵 が あ る 。　　 ＼ ‥　　　
ヽ

（ ２ ） 本 件 処 分 ２ に 七）い て　　　　　　　　　　　 二　　　
ご

ぎず、長女 との
、ちない。 。･

に必要な一時扶助費の支給を申請したものであり、請求人と
は、前記（１）のとおり、処分庁も許した一時的なものに過
「居住実態がない」との処分理由は、本件処分３の理由とぱな

第２　認定事実及び判断

１

－
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１　 認 定 事 実　　　 卜　　　　　　　　　 ∧　 “　　 卜　　　　 ‥
・　　・　　　 ●　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　、（１ ）処 分 庁 は 、平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 、請 求 人 に 対 し 、保 護 を 開 始 し た こ と

－.., ●..---9　　･ r･'9-~ l/ ●4/'冖vl ｀-` -｀-Ｏ
(
肩 請 率 人 は

ヽ 平成21 年 神 １ ５ 日 付 け で
ヽ
請 求 人 ゜● と啣 と 一 辟 に 生 斫

するごとになったとして、世帯員変更の保護申請を行い、.同年８月分より世帯
員３人分の保護費を受給していたこと．　　 ．　　　　　　　　　　　　 ．

ぐ３)､処分庁は、平成2j3 年３月１７１日付処 が 汀 江 凖鷏 牛 忖 　 書 面 をも・　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　　●
請 求 人 に対 し 、● 歟員 に 対す る威 嚇 行 為 を 行 わ ない と と、'ま た、 調 査 を 拒否 、
妨 害 し な い こ と 等 を 内 容 と す る 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 導 又 は 指 示

ｌ　・　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’を 行 っ た こ と （以 下 「本 件 指 導 指ﾐ示 」 と い う ．）．
･ 丶．　　・　・　　　　　　　●　　　　　　　　　．　　　 ．　●丶　．　　　　・　　　　　　　　　．
処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 、 法 第7 8 ’条 の 規 定 に よ り 費 用 徴 収 の 対 象 と な る べ

き 事 実 に つ い て 以 後 改 め る よ う 書 面 に よ り 指 導 又 は 指 示 を し た 事 実 は 認 め ら

れ な い こ と．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　　　　　　　 ‘

（４ ） 請 求 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ５ 日 に 、 処 分 庁 に 対 し 、● の

る 為 」 と の 理 由 で 、 生 業 こ一時 扶 助 を 申 請 （以 下 「ヽ本 件 申 請 」
・　・　　・　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　

｜　　　　　　　　　　　●と 。　　　　　 ▽ ’　　　　　　　　 ／　 ゛

（通 学交通費 に困
とい う。）し たこ

(５ ） 処 分 庁 職 員 は 、 平 成 ２ ３年 ４Ｊ ｊ： ３ 日 頤 請 求 人 世 帯 に お け る 暉 及
・.‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　W.

Ｆ

ｔ
ｗ

″
ー

メ

冫　

ｊ

Ｆ

‐
χ

弧

ｌｑ

り

ｃ

‐

ｊ

・

ｉ．

．
‐
．μ

．．‐

″
・

．
ｊ

ｌ
・

元

．

．ｓ

ｂ

‘
″

万

万

﹈

一

…

…

．　

１

二

入

、

、

ペ

ド

フ

一

ｒ

ｒ.1

‐
・

ニ

ー
‘
・

―

』
・
口

‘

’

一

’

居
合
人

の
及
．求

実態を調査するため請求人び2● 宅を訪問したところ、①請求人
リ・
の・ 、

、同宅から通学のために外出したことを確認した､ごと、また、②請
を 訪 問 し 、 請 求 人7 耡 即 丿匍 の 勉 強 道 具ﾐ 衣 類 等 が 同 宅 に あ
・　.ｔ.こ １　　　　１　　．･　’　　　　　．　．　　　　　　　　　’　　　　　７るこ とを確認し たこ と。

．なお、請求人は、処分庁'に対し、､請求人　　　及　　　と請求人とが一時的・・ 月●
に別居する旨届出を行った事実は認められないこと。ま･た、処分庁が、請求人
に対し、上記別居を許した事実は認められないことぶ　　　　　　ダ　　 ゛

(６) 処分庁は、平成2'3 年４月２５日に、請求人に対じ、
に 違 反 し た と し て 、所 定 の 手 続 を 経 た 上 で 法 第 ６ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 弁 明

･-　　Ｉ　　｜　　　　　■　　　　　　　　　　　●　・　　　　．　　　　●の 機 会 を 付 与 し た こ と ．ヽ ・　　　　　　　　 卜　　　　　 ・

・　 な お 、 請 求 人 は こ 上 記 弁 明 の 機 会 に お い て 、･.こ れ ま で の 請 求 人 の 処 分 庁 職 員

に 対 ず る 態 度 等 に つ い て 反 省 の 態 度 を 見 せ づ つ 、･今 後 は 処 分 庁 の 指 導 指 示 を 受

け 入 れ る 旨 弁 明 を 行 つ､た こ と ．．・．･．･･ ．　･･　．・．　　　　　　　　　 ・ ．
嵋　　　　　　　　　　　　・　　　　　．　　　　・　　　　　　　　　 Ｉ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

（ ７ ） 処 分 庁 匡 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ２ ６ 日 に 、 誚 求 人 に 七）い て ヶ － ス 診 断 会 議 を 開 催

し た 結 果 、‘ 前 記 （ ６ ） に お け る 請 求 人 の 弁 明 は 一 定 の 評 価 を す ぺ き で あ る が
、- ’　 ご　　 ’̈ ’「　　 ” ” ” ‾　r ●1 1r‘･ － / ,  V  I゙゙／’ＱｙyＶ 丶 ．I　 ―W　- ･-

居 住 実 椰 の な り
●

及 Ｏ`
龝 次)

保 笋 費 の 漏 給 幸 防 止 す る 観 点 か ら
、

同 年 ５ 月 １

日を もっ て √艢 求人 に対 す る保 護 を廃 止 す る 旨決定 した こ と。 ‥‥ ‥

（8 ）｡処 分 庁 は 、平成 ２３年 ４月 ２ ８ 日付 け ヤ保護 廃 止 決 定 で ある本 件 処 分 １ を行
１　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　　　●

∧ い 、 書 面 を もっ て通 知 し たと と。ご ご　　 ヽ 二　 ‥ ‥‥

な お 、 上 記 通 知書り 「理 由 」 の 欄 に に廴 「恒常 的 な 市職 員 に対 する 威 嚇 行 為

及び居住実態のない世帯員の保護費不正受鄒 こ』こり」と記載されていたこと
'．　" ゛｀　　"' ゛'″'‾'　 ゛ ゛･'　 ‾､'″ｇ　～ 冖~ rx` 4丶-'1.`″｀i` 　f` に ｀ ○

( ９) 処 分 片 は
ヽ
前 記 ≒(3j

の 申 謝 と対 し
ヽ卜
誚 水 人9 ■ の ≠ 求 人 宅 万に 獄 牋 居 住

-　-=実態が認められないことを理由に保護申請却下処分である本件処分2 を行い、
平成２３年４月２β日付け

２

で書面を もって通知した,こと。
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( １ ０)･ 請 求 人 は 、 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ 日 付 け で 。 本 件 審 査 請 求 を 提 起 し た こ と 。

２ ．判 断　　　　　 ∧　　 、。 。･
( １)１ 本 件 蝸 分 月 こつ い て　　 、　　　　

、　 二　　 △　　　　 ノ　　 ト 、
ア　 保 護 廃 止 処 分 に 関 す る 法 の し く み に つ い て　　　　　　 十

・ づ
法 は 、 保 護 の 実 施 機 関( 以 下｢ 実 施 機 関｣ と い う 。) が 、被 保 護 者 に 対 し 、

保 護 の 廃 席 処 分( 以 下｢ 廃 止 処 分｣ と い う 。) を 行 い う る 場 合 と し て 、 被 保
Ｉ　　　　　　　　Ｉ　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

゜讖 者 が 保 護 を 必 要 と し な く な っ た と き･ ＼(法 第2  6 、 立 入 調 査 帝 拒 否‘、 妨
害 、 忌 避 匸 だ と き( 法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項) 、 法 第 ２ ７ 条 の 規 定 に よ る 指 導 又 は

・　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　．　　　ｊ
／　、指 示 に 従 う義 務 に 違 反 し た と き( 法 第6 2. 条 第 ３ 項) 等 を 規 定 し て い る √ こ

の う ち 、 法 第 ６ ９ 条 第3 項 の 規 定 に よ る 廃 止 処 分 は 、､肺 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の 規
ＩＩ　・　　　　　　・ 。　　　 ●　　Ｉ　　　Ｉ　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　●。　 定 に よ'り 実 施 機 関 が 書 面 に よ っ て 行 っ た 指 導 又 は 指 示 に 、被 保 護 者 が 従 わ な

か っ た 場 合 で な け れ ば 行 っ て は な ら な い( 生 活 保 護 法 施 行 規 則'( 昭 和2 6･ 年

厚 生 省 令 第 ２ １ 号 。 以 下｢ 規 則｣ と い｣ う 。) 第 １ り 条) 。
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　●十　　 ま た 、廃 止 処 分 は 、 被 保 護 者 の 最 低 限 度 の 生 活 の 保 障 を 奪 う重 大 な 処 分 で

犬　 あ る か ら 、 と れ を 行 う こ と は 慎 重 で な け れ ば な ら ず 、 保 護 の 停 止 等 廃 止 よ り

も 軽 い 処 分 で 足 り る 場 合 に は 、 こ れ ら を 選 択 す べ き で あ る`( 福 岡 畑 方 裁 判 所

平 成 １ ０ 年 ５ 月3 6, 日 判 決 参 照) 。 こ の 点ﾐ 保 護 の 停 止 等 を 経 ず に 、 徴 第･6
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４

２条第３項の規定帝適用しで廃止処分をなしうる場合として、「生活保護法
による保護の実施要領の取扱いについで」（昭和３８年４月17日社保第３４
夛厚生省 。以下「課長通知」という。）第！１問１
の 答 七.は バ （ １ ）し最 近 １ 年 以 内 に 譌 ヽで 当 牌 指 導 指 示 違 反 の ほ か に 、 文 書l,こ

●●　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　●よ る 指 導 指 示 に 対 す る.違 反 、立 入 調 査 拒 否 若 し く は 検 診 命 令 違 反‘が･あ っ た と

き ． （１ ） 法 第 ７ ８ 条! こ よ り 費 用 徴 収 の 対 象 と な 右 ４ き 事 寒 に つ い て 以 後 改

め る よ う 指 導 指 示 し た に も か か わ ら.ず 、 こ れ に 従 わ な か っ た と き
い （ ３ ）･保

護 の 停 止 を 行 う こ と に よ う て は 当 該 指 導 指 示 に 従 わ せ る 二 と が 著 し く 個 難
●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　 ●　　　●　　　丶　．－　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

．
で あ る と 認 め ら れ る と き’．」 ．と 示 さ れ て い る ．
”　　　　　　１　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎜

イ ‘本 件 処 分 ！ の 処 分 理 由 に つ い で　 ＼ ｀　
、　　　　

．　　　　　　 ……

（ア ）､処 分 庁 は;､ 前 記 認 定 事 実 （ ７ ） の と お り 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ２ ６ 日 に 、 請
求 人 に つ い て ヶ 一一ス 診 断 会 議 を 開 催 し た 結 果 、饋 求 人 の 弁 明 は 一 定 の 評 価

か す べ き で あ る が 、居 住 実 態 の.な い 長 女 及 び 次 女 の 保 護 贄 の 漏 給 を 防 止 す Ｉ

弓 痲 点 が ら 、 同 年 ５ 月 １ 日 を.も っ てﾚ 鵲 求 人 に 対 す る 保 護 を 廃 止 す､ と）.旨 決

ダ　 定 し た こ と 、 ま た 、 前 記 認 定 事 実 （ ８ ） の と お り 、 本 件 処 分 １ り 通 知 書 の

一 理 由 欄 に は 、「恒 常 的 な 市 職 員 に 対 す る 威 嚇 行 為 及 び 居 住 実 態（X）な い 世 帯 ．
■　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １●　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　●白 員 の 保 護 費 不 正 受 給 に よ り 」 と の 記 載 が あ る こ と が 認 め ち れ る こ.と か 叺

、
コ 本 件 処 分1･ の 理 由 は 、「恒 常 的 な 市 職 員 に 対 す る 威 嚇 行 為 」 及 び 「居 住 実

一 態 の な い 世 帯 員 の 保 護 費 不 正 受 給 に よ り 」 の ２ つ が 相 ま っ て い る も め の 、
決 定 的 な 理 由 は 、請 求 人 が 保 護 費 を 不 正 受 給 し た こ と に あ る も の と 認 め ら

れ る 。　　　　
Ｉ　●●　　　

－　　Ｉ　　　　　　　Ｉ■　　　Ｉ　` 　．　　．●●　■　●　
・　．●　’・　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　●　　　　・ 丶　　　　　．　　　　～　●

と こ ろ や 、被 保 護 者 に よ る 保 護 の 実 施 機 関 の 職 員 に 対 す る 威 嚇 行 為 又 は

暴 力 行 為 と い う 事 実 に づ い7（ 、 法 は 、 こ れ を 廃 止 処 分 の 要 件 と す る 旨 規 定

３

‘ 弋
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し て い な い か ら 、 こ の 事 実 を 理 由 に 廃 止 処 分 を 行 う た め に は 、/法 第 ２ ７ 条

’第･t 項 の 規 定 に よ る 指 導 又 は 指 示 に 違 反 し た 場 合 に 適 用 さ れ る 法 第 ６ ２

●　　　　　　　　　-１　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●’条 第 ３ 項 の 規 定 し か ない 。　 ▽　　　　　　　　 二

こ の 瓦 前 記 認 定 事 実(3) のjJとお り 、「恒 常 的 な ● 呶員 に 対 す る威 嚇

行 為j とい う事 実 は 、｡法 第 ２ ７ 条 第 １ 瑣 の 規 定 に よ る 本 件 指 導 指 示 の 内 容

づと さ れ て い る 。・　　　　　 ・　　　　　　　　 。　 ・　　 ・　　し

・し か し 、 前 記 ア に 掲 げ た 課 長 通 知 に よ り 、保 護 め｡停 止 等 を 経 な い で 廃 止

処 分 を 行 う た め に は 、 こ の 事 実 が 郵 め ら れ る だ け で は 不 足 で あ る二し 、処 分

庁 も 、 前゙ 記 認 定 事 実 （６卜 の とお り 、 請 求 人 が 弁 明 の 機 会 に お い て 反 省 の
・　　　　●　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　●｡・　　　　　　　　　　ｊ　　　　　　・
態 度 を 見 せ た こ と か ら 、 前 記 認 定 事 実 （７） の と お り 、 一 定 の 評 価 を す べ

き で あ る と ケ ー ス 診 断 会 議 で 結 論 づ け て い る 。　　　 ＼　　　　　 ／

したがって、､（恒常的な●職員に対す･g）乕嚇行為」という亊実のみをも
つ て し て は 、 請 求 人 に 対 し 、 保 護 め 停 止 を 経 ず にﾐ い き な り 廃 止 処 分 を 行

ダ う’ご と は 相 当 で は な い と い え る ． ヶ ． 、　
／　　 ≒　　　　 フ ヘ

（イ ） そ こ で 、 本 件 処 分 １ の も う １ つ り 理 由 で あ る 「居 住 実 態 の な い 世 帯 員 の
１　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　 １　丶　　　　　・　－　　　　　　　　．●

保 護 費 不 正 受 給 」 と の 事 実 が 、廃 止 処 分 め 理 由 た り う る か 以 下 検 討 す る ．
｀　 こ の 点 、法 は 、 不 実 の 申 請 そ の 他 不 主 な 手 段 に よ り 保 護 をl受 け た （以 下

●　　　●　　●　　、　　　　　　　　　　．「不 正 受 給 」 と い 叭 ） 者 に 対 し て は 、 保 護 費 を 返 還 さ せ る こ と が で き る
・　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　 ｊ　　　．　●　　　　　　　　　　　　　Ｉ

旨 規 定 し. （ 法 第 ７ ８ 条 ）、 ま ’た 、.別 途 ３ 年 以 下 の 懲 役 又 は ３ ０ 万 円 以 下 の
１　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　●　　　　　　　 、

罰 金 に 処 す る 旨 規 定 し （法 第 ８ ５ 条 ）√ さ ら に 、 不 正 受 給 行 為 が 刑 法 （明
■　　●．　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　 ■■　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　 ●・・　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　．．抬 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） の 例 え ば 詐 欺 罪 （刑 法 第2  4  6. 条 ．厂L, ０ 年 以 下

の 懲 役 に 処 せ ら れ る ．） 等 の 構 成 要 件 に 該 当 す る 場 合 に は 、 同 罪 に 関 す 右

規 定 が 優 先 適 卅 ぎ れ る 旨 規 定 す る （法 第 ８ ５ 条 た だ し 書 ）．、 卜 ．
こ の よ う に 、 法 は レ 不 正 受 給 行 為 を 反 社 会 的 行 為 で あ る 自 然 犯 と し 七 、

４　　　　・　　｜　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■
．刑 法 に ぶ る 処 罰 の 対 象 叱 ま で 高 め て お り 、 断 じ て 不 正 受 給 を 許 容 す る 恚

∧の で は な い 。　　　 ｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧ ．
、

し か し 、 一 方 變 、 法 に 叺 、 被 保 護 者 の 不 正 受 給 の 事 実 を も っ て 直 ち に

保 護 を 廃 止 し う る 旨 の 規 定 は 存 在 し な い ．　　　 ／　　 匸　　　　
ご ／

’ 二　 じ た が ら て 、 仮 に 、‘ 請 求 人 に お い て 「居 住 実 態 唄 な い 世 帯 員 の 保 護 費

不 正 受 給 」 を ’し た 事 実 が 認 め ち れ る と し て も 、 か か る 事 実 は 廃 止 処 分 の･

要 件 で は な い か ら 、 こ め 亊 実 の み を 理 由 に し て 廃 止 処 分 を 行 う こ と は で

き な い ． ：　　　　　　　　 ン

（ ウ ） 不 正 女 給 は 、 前 記(1) ア に 掲 げ た 課 長 通 知 第ln 問･i の 答 ② の と お
･･　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　・　　　　　●・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

り 、 こ れ を 止 め る よ う 指 導 指 示 が 行 わ れ た に も か か わ ら ず 、 そ れ に 従 わ

な い 場 合 に 、 法 第 ６ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 廃 止 処 分 を 行 う 理 由 と な

＼ る も の で あ る ．･ な お 、 前 記 （ １ ） ア に 掲 げ た よ う に 、 規 則 第1:9 条 の 規

定 に よ り 、 書 雀 に よ る 指 導 指 示 違 反 で な け れ ば 法 鰥62 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ る 廃 止 処 分 は 行 え な い ． ‥　　　 ．．　　　　　　　　 ’　 ・
． し か 匸 本 件 に お い て は･、 前 記 認 定 事 実(3)  'の と お り 、 処 分 庁 は 、
請 求 人 に 対 し 、 不 正 受 給 を や め る よ う 書 面 に よ る 指 導 又 は 指 示 を し た 事

４
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∧　 し　実 は 認 め ら れ な い 。　　　　　　　　　　　 二 。 二

し た が っ で 、卜本 件 で は 、「居 住 実 態 の な い 世 帯 員 の 保 護 費 不 正 受 給 に よ

卜　　 ｀り 」 と の 理 由 は 、 法 第 ６ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り` 廃 止 処 分 を 行 う 理 由 と

は な ら な い 。　 ’　 ・　　　　 ご　　　　　 ダ　　　　　　 ∧
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、！　 エ　 よ っ て 、 本 件 処 分 １ に は 法 適 用 の 誤 り が 認 め ら れ る か ら; そ の 命 の 点 に ご=）

｡’ い て 判 断 す る ま で も な く 、 取 消 し を 免 れ な い 。　　 ／

（ ２ ） 本 件 処 分 ２ に つ い て　　　　　　　　　　　　　 ∇

ア　本件処分２は、前記認定事剪（２）のとおり、● のF 通学交通費に困る
為」イとうの稈由による本件申請に対卜 前記第定事笑（９）のとおり、・

の居住実態がないことによる。」との理由によヽり本件申請を却下したもので
ある。
少 分庁が 儺 ″)居住実態がかい｣
実（５）のとおり、①処分庁職員腿、

と判断した点については、前記認定事
平成２３年４月１３日に、請求人の●

●及び● がヽ 請求人９● 率から通学のため自転車で外出しだの主墜認で
た こ 払 ま た 、 ② 処 分 庁 職 員 が 、 同 日 に 、 同 宅 を 訪 問 し 、 請 求 人 の● 及 び
-J=･.　　　　　　 ・　　　　　 閹･　　　　　　　＝　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　・

九
回
犬
上

● φ勉強道具、衣痼等があることを確話したこと等を総合的に嫋籬 れ`ば、
処分庁啅、社会通念上、十分な調査を害施した上で4 妥当な判断をしたもの、
と認められる。　　　　　　　 ご　　 ノ　匸　　　　 ＼
し妃がって、傭9 居佳実態が雇い」）認められる以上ご馨 の通学交

通 費 の 扶 助 費 に 係 る 一 時 扶 助 申 請 を 却 下 し た 点 に つ い て は 違 法 又 は 不 当 な
・　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ ・　　　　　　　　●

上 も の で は な い 。　　　　　　　 卜　 １　-‥
Ｉ　●　　　　　　　　』　　　・

イ　 こ れ に 対 し て 、 請 求 人 は 、 処 分 庁 も 許 し た 一 時 的 な 別 居 状 態 に あ る に す ぎ

な い と 主 張 す る 。　　　　　　　･ ご　　 ・　　　　　　　　　　 ‥　　･ 。

し か し 、 前 記 認 定 事 実 （ ６ ） の と お り 、゙ 請 求 人 は 、 処 分 庁 に 対 し 、● と
冫　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・
’ の 一 時 的 な別 居 を 届 け 出 た 事 実 は 認 め ら れ ず 、､ま た; 処 分 庁 が 、請 求 人 に 対

し 、 ご れ を 齡 し だ 事 実 は 詰 め ら な い 。　　　　　　･･　 Ｔ　　 ∧ 二
・ し た が っ て 、 艢 求 人 め 上 記 主 張 に は 理 由 が ない 。　　　 ＼

ウ ’そ の 他 、 本 件 処 分 ２に 違 法 又 は 不 当 な 点 扛 認 め られ ない 。　　 ゛
●　　　　　　　　　Ｉ　　　－　　　　　　　　　　　　　　丶　　　　　　　　　　　　●

３　以上のとおり、本件審査請求のうち、本件処分１に渺する審査請求については
理由があるから行政不服審査法第４'O条第第３項を、その余の審査請求について
●　　　　　　　　　　　・　　　　　　　、　　　．●　　　　●　．は理由がないから同条第３項をそれぞれ適用してご主文のとおサ裁決する．

平成２４年　２月２０日

千葉県知事

５

鈴　木 ･栄
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( 教 示)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　 厂　　　　　 ⊃　　　　 ｀

１　 こ の 裁 決 の う ち 、･本 件 処 分 ２に つ い て の 裁 決 に 不 服 が あ る 場 合 に は 、 こ の 裁 決 が あ っ

＼だ こ と を 知 っ た 日の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日以 内 に 、 庫 生 労 働 大 臣'に 対 し て 再 審 査 請 求 ・

を す る こ と が で き ま す( 生 活 保 護 法 第 ６ ６ 条 第 １ 項)( な お 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を 知
●　　　　　　　　・　　 ●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●・ つ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ ｈ 以 内 で あ っ て も 、 こ め 裁 決 の 日の翌 日 か ら 起 算 し て １

１　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　　　　。 。　”!　　　　　　　　　　　　 ・

年 を 経 過 す る と 再 審 麌 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。)。　　　 。　　　　　　 卜　 。'

２　 こ の 裁 決 の う ち 、 本 件 処 分 ２ に つ い て の 裁 決 に つ い で は 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を 知

っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 箇 月 以 内 に 、千 葉 県 を 被 告 と し て( 訴 訟 に お い て 千 葉 県 を

代 表 す る 者 は 千 葉 県 知 事 と な りま す 。)、 裁 決 の 取 消 し の訴 え を 提 起す 岑 こ と が で き ま す

(な お √ こ の 裁 決 が あ っ た と と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て｡6 箇 月 以 内 七 あ っ て も ミ

こ の 裁 決 め 日の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 裁 決 め 取 消 し の訴 え を 提 起 す る こ と

が で き な く な り ま す 。)｡。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

な お 、'こ め 裁 決 の 取 消 し の 訴 え に つ い て は で 原 処 分 坏)違 法 を 理 由 とL して 取 消 し を 求 め

犬 る こ と は で き な い と ざ れ て い ま す( 行 政 事 件 訴 訟 法 第 １ ０ 条 第 ２ 項) 。　卜　 ‘　　　　　　 卜
㎜　　　　　　　　　｜　　　　　　　 Ｉ　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

３　 原 処 分 の うち 本 件 処 分 ２ に つ い て は 、 こ の 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日の 翌 日 か ら 起･

フ 算 い こ６ 箇 月 以 内 に㎜ ぷ
被 告 と しし（｡( 呎 訟 に お

レ
（
㎜

を 代 表 す る 者 は
㎜ 白卜 厂

となります。）、∇処分の違法を理由として訴えを提起する･ととができます（なお、どの裁
があったことを鰕った日の翌日から起算して６朧月以内であっても、との裁決の泪の
日から超算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり
す。)。ただし、｡前記１の再審査請求をした場合については、当該再審査請求に対する`

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、本件処分２の取消しの
訴えを提起する1ことができます。

６


